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要　旨

東日本大震災では栃木県でも多くの透析施設が被害
を受けた．震災後，栃木県内の透析施設の被災状況を
アンケート調査したところ，8 割以上の施設で停電や
断水を含むなんらかの被災を受けており，1/3 の施設
で透析が不能となった．透析機器の故障や配管の破損
は，赤塚が提唱する 4 つの地震対策を忠実に守る事で
ほとんど防ぐ事ができた．栃木県では平常時から透析
施設同士が交流できる場があったため，支援透析が比
較的スムーズに行えたが，震災初期には停電でインタ
ーネットが使用できなくなるなど，課題も残った．

はじめに

我が国は地震をはじめ，台風や水害など非常に災害
が多い国である．また，透析医療は水と電気がなけれ
ば施行する事ができないので，ひとたび災害が起こる
と建物や機器自体の損壊がなくても，停電や断水のた
めに血液透析を施行する事ができなくなるケースも多
い．血液透析患者の多くは週 3 回，4～5 時間の血液
透析を必要とするので，停電や断水が 1～2 日で復旧
できなければ，直ちに生命に危険が及ぶ．このような
場合には，被災して透析ができなくなった施設は，被
災していない施設に支援透析を依頼することになる．

1995 年の阪神淡路大震災などの経験を経て，情報
の共有化を図り支援透析をスムーズに行うため，2000

年に日本透析医会が中心となり，災害情報ネットワー

クを構築した1）．日本透析医会では都道府県を単位と
した地域での災害対策確立を呼びかけており，原則的
には，地域中核病院を中心とした平常時の救急医療体
制に従って地域をブロック別に分け，ブロックごとに
災害対策施設を設定する．災害対策施設は，現地本
部・支部となり，情報の収集・発信，支援体制の基地
となる．災害情報ネットワークは平時には相互の連
絡・連携体制の強化を行い，災害時には被災支部の情
報収集や集計等を支援し，厚生労働省・都道府県担当
課をはじめ，患者を含む全関係者で情報を共有化する
ことを目的とする．

2000 年以降，災害情報ネットワークが活動した災
害は図 1 のように広範囲に多数認め，日本のどこに住
んでいても災害に対して備えなくてはならないことが
わかる2）．東日本大震災では栃木県でも多くの透析施
設が被害を受け，支援透析が必要な状況となった．栃
木県透析医会では毎年 1 回，透析施設の被害を想定し
たシナリオに基づいた災害情報ネットワーク訓練を行
っており，多くの施設が参加している．今回の震災で
も災害情報ネットワーク，メーリングリストがうまく
機能して，支援透析の情報，福島第一原発事故に関連
した情報，計画停電の情報，ガソリン不足問題に関連
した情報などを共有するのに役立てることができたが，
震災初期には停電のためインターネットが繋がらなく
なるなど，いくつかの問題点も浮き彫りになった．

今回，東日本大震災による栃木県での被災状況を報
告するとともに，経験から学んだ反省点，今後の対策
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について提言する．

1　震災アンケート結果

2011 年 5 月に栃木県内の透析施設 75 施設に FAX

にてアンケート調査を行い，回答が得られた 65 施設
のデータから栃木県の被災状況について分析した．3

月 11 日の東日本大震災により，約 8 割の施設で，停
電や断水を含むなんらかの被災を受けていた（図 2）．

赤塚は，透析施設における 4 つの地震対策を提言し

ており（表 1），この 4 つの対策をしていれば震度 6

強までの地震では透析施設内の被害が完封できるとし
ている3）．今回のアンケートでこれら 4 つの地震対策
をしていたかどうか調査した．透析監視装置のキャス
ターをロックせずフリーにしていた施設は 83％（図

3-a），透析ベッドを床面に固定せず，キャスターを
ロックしていた施設は 80％（図 3-b）と，多くの施設
で対策を行っていた．栃木県内で透析監視装置が倒れ
た施設は 1 施設のみであったが，この地域は震度 6 強

図 1　災害情報ネットワークが活動した災害
（2000 年以降で透析施設に影響のあったもの：14．文献 2 より引用）

有珠山噴火
2000 年 3月

新潟・福島豪雨水害
2004 年 7月

新潟県中越地震（震度 7）
2004 年 10月

新潟県中越沖地震（震度 6強）
2007 年 7月

能登半島地震（震度 6強）
2007 年 3月

鳥取西部地震（震度 6強）
2000 年 10月

福岡西方沖地震（震度 6弱）
2005 年 3月

十勝沖地震（震度 6弱）
2003 年 9月

岩手・宮城内陸地震（震度 6強）
2008 年 6月

宮城県沖地震（震度 6弱）
2003 年 5月

宮城県北部地震（震度 6弱）
2003 年 7月台風 23 号

2004 年 10月

愛知県豪雨水害
2000 年 9月

　芸予地震（震度 5強）
2001 年 3月

図 2　3 月 11 日震災による施設の被災はありましたか？
約 8 割の施設で，停電や断水を含むなんらかの被災を受けていた．
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表 1　透析施設における 4 つの地震対策

1. 透析用監視装置のキャスターはロックしないでフリーにし，透析室内を自由に走らせる．
2. 透析ベッドのキャスターはロックだけしておき，決して床面に固定しない．
3. 透析液供給装置，水処理装置は床面にアンカーボルトなどで固定する．
4. 透析液供給装置，水処理装置と機械室壁面との接合部には，必ずフレキシブルチューブ
を使用する．（接合部のみ．壁面の配管は塩化ビニールで良い）．

上記の 4 つの対策をしていれば，震度 6 強までの地震では透析施設内の被害が完封できると
されている！
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で，建物の老朽化による損壊が大きかった上に，透析
監視装置が小型で棚の上に置くタイプのものであった
ことも原因と思われた．透析液供給装置，水処理装置
固定については，床面，壁面をアンカーボルトで，天
井はワイヤーなどで少なくとも 2 点以上固定，もしく
は免震台を採用していたという施設は 18％ と少数で
あった（図 3-c）．透析液供給装置，水処理装置と機
械室の壁面との接合部にフレキシブルチューブを使用
していた施設は 65％ であった（図 3-d）．配管の破損
は 3 施設で認めたが，いずれの施設も壁面との間にフ
レキシブルチューブを使用していなかった．

震災後，透析不能になった施設は約 1/3 で，その原
因のほとんどは停電と断水であった（図 4-a, b）．栃
木県は図 5 のように 6 つの地域に分けられているが，

地域ごとの透析不能状況を分析すると，図 6-a のよう
に県北部，県東部で被災が大きく，これらの 2 区域で
は停電に加え，断水の被害が多かった（図 6-b, c）．
透析不能になった期間は最大 5 日間であった（図 7）．
停電は 1～2 日ですべて復旧したが，断水は数日続い
たところもあった．4 日以上透析不能だった施設は県
北部の 2 施設のみで，いずれも建物の損壊が顕著だっ
た．

震災後，透析不能となった施設の患者を受け入れた
施設は 6 割以上と，栃木県でも多くの施設が支援透析
を経験していた（図 8）．他施設へ支援透析を依頼し
た，もしくは依頼を受けたさいに役に立った情報手段，
情報源は一般電話が最も多く，次に災害情報ネットワ
ークという結果だった．その他，直接会ったという回

図 3　地震対策
　コンソールとベッドに関してはほとんどの施設で対策がなされており，透析監視装置が
倒れた施設は 1 施設のみだった．水処理装置，供給装置で 2 点以上の固定をしている施設
は少数だった．フレキシブルチューブは 2/3 の施設で使用していた．配管の破損があっ
た施設は 3 施設あったが，いずれもフレキシブルチューブを使用していなかった．
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d　透析液供給装置，水処理装置と機械室
の壁面との接合部にはフレキシブルチュー
ブを使用していた

c　透析供給装置，水処理装置は床面・壁
面はアンカーボルトで，天井はワイヤーな
どで，少なくとも2 点以上の組み合わせで
完全固定，もしくは免震台を採用
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図 4　震災後，透析不能になりましたか？
透析不能になった原因のほとんどは停電と断水であった．
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図 5　栃木県の地域ブロック
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図 6　地域ごとの透析不能状況
県北，県東では停電に加え，断水の被害が多く見られた．県央，県南は停電のみが多かった．
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答も比較的多かった（図 9）．災害情報ネットワーク，
メーリングリストの情報が役に立った，もしくは一部
役に立った，と回答した施設は 9 割近く認めたが，役
に立たなかったという施設もあった（図 10）．

2　東日本大震災を経験して学んだ事

停電は 1～2 日間の早期に復旧した．断水は数日間
（最大 1 週間）続く地域があり，給水車の手配がうま

図 7　透析不能になった期間
　停電は 1～2 日ですべて復旧した．断水は数日続いたところもあった．4 日以上透析不
能だった施設は県北の 2 施設のみで，いずれも建物の損壊があった．
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図 8　震災後，透析不能となった施設の患者を受け入れましたか？
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図 9　他施設へ支援透析を依頼した，もしくは依頼を受けたさいに役に立った，
　　　　情報手段，情報源は何ですか？
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く行かずに透析不能な日数が長引くケースがあった．
他県では 5 トンの水が必要なのにもかかわらず 1 トン
しか供給されないなど，あらかじめ行政側に透析医療
に対しての理解がないと，いざという時にうまく連携
ができないことが改めて窺われた．

栃木県では，支援透析の患者移送はそれぞれの施設
が自らバスを手配するなどして行われたが，岩手県で
は沿岸部から内陸部へ，遠方への支援透析の通院のた
めに，市町村が送迎バスを手配したり，タクシーチケ
ットを配布するなどして，ガソリン不足問題を乗り越
えたという報告もあった．これら透析の災害対策，特
に給水と患者移送の問題については，平常時から行政
と連携し，透析医療の特徴について理解を求め，あら
かじめシミュレーションをするなどして災害に備えて
おく必要があることが示唆された．

透析機器の故障や配管の破損は，4 つの地震対策を
忠実に守る事で，ほとんどが防げるという事が，今回
の栃木県の震災でも窺われた．

停電時にインターネットに接続するためのルーター
が動作せず，インターネットや電子メールが使用でき
なかった．このため，震災初期には電話も携帯電話も
通じないうえに，インターネットや電子メールも使用
できなくなり，周辺の状況がまったく把握できなくな
った．対策として，ルーターに無停電電源装置（UPS）
を接続して停電時に備える，ワイヤレスネットワーク
システムを利用できるようにするなどして，停電時で
もインターネットに接続することができるようにする
ことがあげられる．このような対策を取ったとしても
大きな被害を受けた場合，被災施設は復旧の対応に追
われるため情報の発信すら難しい場合が多いので，地

域の担当者が被災地内の情報を取りまとめて早期に災
害情報ネットワークへ発信することが望まれている4）．
また，電話は災害時優先電話をあらかじめ設置してお
くと繋がりやすくなり，公衆電話も通常の電話よりも
繋がりやすくなるといったことがあげられる．

情報伝達手段が遮断された場合は，直接相手先を訪
問し，顔を合わせて相談する事が確実であり，我々も
スタッフに車で周辺の透析施設を回って声をかけても
らい，施設長を一カ所に集めて支援透析の相談をした．
震災初期はこのように近隣の施設同士で支援透析を行
うケースが多かった．

栃木県は図 5 のように 6 つのブロックに分かれてい
るが，東日本大震災を経験する前には，災害時には県
単位で支援透析の連携を取る事になっていた．今回の
経験から，今後は各地区ごとのブロックに分けて，そ
れぞれコーディネーター役になる施設を決め，ネット
ワークを組む事が望ましいと考えられた．栃木県では
2001 年に策定した「災害時透析医療ガイドライン」
があるが，2011 年 9 月に透析医療における災害対策
のワーキンググループを立ち上げ，これも含めて再検
討をしていくこととなった．

支援透析を行うにあたっては，可能であれば複数の
施設に患者を分散するよりも，なるべく一カ所にまと
め，スタッフが患者に同行，ダイアライザーなどの資
材も持参するやり方がスムーズに行くことを経験した．
透析施設を借りて，患者の特徴を把握しているいつも
のスタッフが穿刺する，というやり方のほうが患者も
安心で穿刺ミスも少なく，支援する施設側のストレス
も少ない．いつもと違うメーカーのコンソールを操作
する場合など，わからない点の指導を，支援する施設
のスタッフが行うようにするとよい．

また，今回福島第一原発事故の影響で，栃木県でも
福島県から個々に避難して来た患者の支援透析を行う
ケースが多かったが，被災した施設と連絡が取れない
ため，ドライウェイトを含めた透析条件がまったく不
明という事態が生じた．高齢の患者は自分のドライウ
ェイトも知らない場合が多く，可能であれば血液透析
患者には「透析患者カード」など，簡単に透析条件が
わかるカードなどを携行してもらうのがよいと思われ
た．

図 10　災害情報ネットワーク，メーリングリストの情報は
　　　 役に立ちましたか ?

役に立った
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40％

役に立たなかった
8％

無回答
12％
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おわりに

災害のさいには自助，共助，公助が必要だが，大災
害の発生直後には，公的な支援はなかなか手が回らな
いため，数日間は当事者による自助と近隣同士での共
助による支援に頼らざるをえない．まずは自らが災害
を想定して，自力で災害初期を乗り越える準備をする．
透析施設にとっては 4 つの地震対策を忠実に守る，自
家発電機の設置，井戸水が使用できるようにすること
などが自助に当たる．

近隣の施設同士での支援透析は共助であるが，いざ
という時に助け合うためには，普段から顔が見える関
係を築いていることがなにより大切である．栃木県で
は 30 年以上前から，栃木県透析医会や栃木県透析医
学会など，医師同士の連携を図る場があったこと，栃
木県透析懇談会というコメディカルスタッフ同士が交
流できる場もあり，お互いに顔が見える関係を築く事
ができていたため，東日本大震災でも透析施設同士が

しっかりと連携して危機を乗り越える事ができたと考
えている．

栃木県では今後も施設同士，また行政ともより緊密
に連携を図り，災害に強い万全な態勢を整えていきた
い．
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